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●一人ひとりに適切な介護サービスの提供を ～介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）～

　第 2 回（5 月号）では、羽曳野市の要介護認定者数とサー
ビス給付費の増加についてお話しました。今回は、総合事
業の概要について、お伝えします。

＜第 3 回＞ ～総合事業の概要について～
　総合事業では、高齢者がいつまでも元気で自立した生活を
営むために、一人ひとりの状態に合わせた事業やサービスを
利用できます。
・・・たとえば・・・
●要支援１・２の方の訪問介護と通所介護は「介護予防・生
活支援サービス事業」に移行、市町村ごとの独自の事業とな
ります。
●「介護予防・生活支援サービス事業」で実施されるサービ
スには、これまで予防給付として行われてきた訪問介護・通
所介護のほか、現行のサービス基準を一部緩和したもの、な
ど市町村の実状にあわせた幅広いサービスが提供されます。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　市では、今年10月から事業を開始しますが、現行相当の
サービスと基準を緩和したサービスからまず実施し、今後
NPO法人や住民ボランティアなどによるサービスも充実さ
せていく予定です。
　また、要支援・要介護状態の有無にかかわらず、すべての
高齢者を対象に行われる一般介護予防事業も、今までどおり
行います。

～次回「サービス利用の流れ」～

●いきいき百歳体操サポーターとは？
　地域で行っている、いきいき百歳体操のサポーターとして活
躍してくださる方を募集します。介護予防やいきいき百歳体操
のポイントを学び、講座修了後は体操を行っているグループの
サポートをしていただきます。

[ 対象者 ] 市内在住の方　※年齢は問いません
[ 日　時 ] 8 月17 日、24 日、31日、9 月 7 日
　　　　 （全 4 回、すべて水曜日）14:00 ～15:30　
[ 場　所 ] 羽曳野市役所 A 棟
 　　　　（8 月17 日、24 日、31日）西会議室
 　　　　（9 月 7 日）中東会議室
[ 持ち物 ] タオル・飲み物（お茶か水）・筆記用具
[ 定　員 ] 20 人程度　※応募多数の場合は抽選
[ 締　切 ] 7 月15 日㈮ 

●いきいき百歳体操サポーター養成講座＜参加者募集＞
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予防給付 介護予防・生活支援サービス事業

・いきいき百歳体操
・ＬＩＣウェルネスゾーン
・街かどデイハウス　　　　など

一般介護予防事業 ＋

　いきいき百歳体操は、民

家や民家のガレージなどで

も行うことができます。関

心のある方はお問い合わせ

ください。

いきいき百歳体操を始めるには？？

→体操できる場所を準備してください。
　※イス、ＤＶＤ（ＣＤ）の再生機器が必要です。
　※体操で使用する、おもりとＤＶＤ（ＣＤ）は貸し出し
　　します。（週１～2 回、体操を継続する場合のみ）

→初回～ 4 回目までは市の保健師が技術
支援を行います。その後は、みなさんで
体操を継続していただきます。


